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複数児童に係る上限額管理結果票の電送取扱について

　

みだしのことにつきまして、集団指導等にて、平成30年11月請求受付分以降は、電送対応予定とご案内しているところですが、先般、愛知県国保連合会より、期日が延期となっている旨の連絡がありましたので、ご連絡致します。また、国保中央会からは、電送受付対応時期について、現時点では未定とのことです。
つきましては、当面の間、従前どおり子ども福祉課で、複数児童に係る上限額管理結果票を取り扱いますので、紙媒体で毎月10日までに、当課まで送付をお願い致します。
[bookmark: _GoBack]具体的な運用開始月が決まり次第、改めてご案内致します。
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